

条　例　内　容　確　認　書
１．広瀬川の清流を守る条例の趣旨等について（条例抜粋）
（前文）
杜の都仙台の母なる川、広瀬川は、市民の水となり、豊かな耕土を支え、幾多の文化と歴史をはぐくみながら、市民の生活に潤いある調和をもたらしてきた。

既に、われわれは、健康都市宣言を行い、「清く、明るく、住みよい」仙台を都市づくりの基本に掲げ、同時に広瀬川の清流を守るための環境整備に取り組んできた。

しかし、都市化の進展は著しく、このまま放置すれば広瀬川の清流は奪い去られようとしている。この市民共有の財産である美しい広瀬川の清流を保全して次代に引き継ぐことは、われわれに課せられた重大な責務である。

ここに、われわれは、衆知と総力を結集し、市民あげて広瀬川の清流を守ることを決意し、この条例を制定する。

（趣旨）
第１条　この条例は、広瀬川の清流を守るため市長、事業者及び市民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自然的環境の保全等に関し必要な事項を定めるものとする。
（市長の責務）
第２条　市長は、あらゆる施策を講じ、広瀬川の清流を守らなければならない。
（事業者の責務）
第３条　事業者は、広瀬川の清流を守るため常に最大限の努力をしなければならない。

２　事業者は、その事業活動によって広瀬川の清流を損なわないよう、自己の責任と負担において、必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

（市民の責務）
第４条　市民は、広瀬川の清流を守るため自ら努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

２．環境保全区域の行為の制限について
環境保全区域内で建築行為などを行う際には，守らなくてはならないルールがあります。
	ルール
	制限
	目的
	確認

	建築物等の高さや大きさ
	建築物等の高さの制限

建蔽率の制限
	圧迫感のある大きな建物が河岸に建たないようにする
	

	建築敷地内の保全用地（緑化スペース）の確保
	敷地面積の一定割合以上の土地を、緑化できる状態で確保する
	緑豊かな河岸の環境づくりを目指す
	

	屋根や壁の色
	緑に調和するよう、明るさ・鮮やかさを抑えた色とする
	河川と調和し、統一感のある環境づくりを目指す
	

	木竹の伐採
	樹高５ｍを超える木竹の伐採は原則禁止（一部地区では３ｍ）
	河岸の緑を失わないようにする
	


３．建築敷地の保全用地（緑化スペース）の確保に関する注意事項
建築行為の許可申請の際に保全用地（緑化スペース）として申請した土地は、建築後も自然環境を保全し続けてください。
	注意事項
	確認

	保全用地（緑化スペース）として申請した土地は、駐車場・通路(*)として利用することはできません。

（*）アスファルト舗装、コンクリート舗装、砂利敷き等
	

	保全用地（緑化スペース）として申請した土地には、附帯物等(*)を設置することはできません。

（*）物置、ウッドデッキ等
	

	植栽による保全用地の面積割増を用いた場合、当該植栽については、建築行為完了後も適切に管理して自然環境の維持保全に努めてください。
	


４．その他の注意事項
	注意事項
	確認

	申請した土地では、樹高５ｍ(一部地区では３ｍ)を超える木竹の伐採は原則禁止となります。十分な保全措置を行う場合は、高さによらずに伐採できる場合がありますが、その際には伐採行為に関する許可申請が必要となります。
	

	許可内容に変更が生じる場合は、変更に関する再申請が必要です。許可を受けずに行為を行った場合は原状回復を命ぜられることがあります。
	

	現地の状況確認のために、職員が立入調査を行うことがあります。


	


	上記内容を確認しました。

本申請地や許可建築物等を販売、譲渡する際には、購入者等に対して上記内容を重要事項として説明し、関係書類一式を引き渡します。
（申請者記入）
　　　　年　　月　　日　　　　　　　住所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　印
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記載内容を確認のうえ，確認欄にチェックマークをつけてください









